
４
広報いの　9月号

『
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ス
い
の
』 

入
居
者
募
集
の
お
知
ら
せ

『
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ス
い
の
』の
入
居

者
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

�
入
居
資
格
�

　

現
在
、
い
の
町
に
住
所
を
有
す

る　

歳
以
上
の
虚
弱
な
高
齢
者
で

６５
あ
り
、
夫
婦
等
の
二
人
世
帯
で
、

現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
方
。

�
申
込
書
配
布
及
び
受
付
期
間
�

９
月　

日（
月
）〜

１１

　
　
　
　
　
　
　

９
月　

日（
金
）

２２

８
時　

分
〜　

時　

分

３０

１７

１５

（
た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
・
祝
日

を
除
く
。）

�
部
屋
の
概
要
�

募
集
戸
数　

２
人
室
３
戸

　

場　
　

所　

い
の
町

　
　
　
　
　

６
０
３
２
番
地
３

　

間　
取　
り　

１
Ｌ
Ｄ
Ｋ

�
使
用
料
�

入
居
者
の
収
入
に
よ
り
、

４,
８
０
０
円
〜
２
４,
０
０
０
円

�
そ
の
他
�

①
入
居
申
込
書
の
配
布
及
び
受
け
付
け

福
祉
課（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

吾
北
総
合
支
所
ほ
け
ん
福
祉
課

本
川
総
合
支
所
ほ
け
ん
福
祉
課

②
入
居
が
決
定
し
た
際
に
は
、
収

入
申
告
及
び
保
証
人
が
必
要
と

な
り
ま
す
。 

重
点
目
標

犯
罪
・
非
行
の
防
止
と
更
生
の

援
助
の
た
め
、
地
域
住
民
の
理

解
と
参
加
を
求
め
る
。

　
『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』

は
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯
し
た
人

た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る

全
国
的
な
運
動
で
、
７
月
が
強
調

月
間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

関
係
諸
団
体
の
協
力
、
参
加
に

よ
り
、
７
月　

日
、
法
務
大
臣
の

１２

メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
式
と
広
報
車
に

よ
る
啓
発
パ
レ
ー
ド
、
７
月　
２４

日
、
伊
野
南
小
学
校
サ
ン
シ
ャ
イ

ン
ズ
音
楽
隊　

名
の
皆
さ
ん
の
先

２８

導
に
よ
る
徒
歩
啓
発
パ
レ
ー
ド
を

行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
期
間
中
、
伊
野
公
民
館

の
ロ
ビ
ー
で
、
伊
野
小
学
校
・
枝

川
小
学
校
の
皆
さ
ん
に
よ
る
啓
発

絵
画　

点
を
展
示
し
ま
し
た
。

８０

県
内
一
斉 

「
法
務
局
く
ら
し
の 

相
談
所
」の
開
設
に
つ
い
て

日　

時

　

９
月　

日（
日
）　

時
〜　

時

１０

１０

１６

場　

所

　

新
京
橋
プ
ラ
ザ

　
（
高
知
市
帯
屋
町
１
―　

―　

）

１１

４０

他　

県
内
５
カ
所

内　

容

　

登
記
・
供
託
・
戸
籍
・
国
籍
・

人
権
に
関
す
る
相
談
全
般

問
い
合
わ
せ

　

高
知
地
方
法
務
局
総
務
課

 

� 
８
２
２
―
３
３
３
１

　

無
料
法
律
相
談
会
の 

　

お
知
ら
せ

　
　

月
１
日
か
ら
始
ま
る
第　

回

１０

４７

「
法
の
日
」週
間
の
行
事
の
一
つ
と

し
て
、
無
料
法
律
相
談
会
が
開
催

さ
れ
ま
す
。

日　
　

時

　
　

月
４
日（
水
）

１０

　

時
〜　

時

１３

１６

　

場　
　

所

　

高
知
市
本
町
５
丁
目
６
―　
１１

　

高
知
グ
リ
ー
ン
会
館

２
階　

グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル

共
催
機
関

高
知
弁
護
士
会

高
知
地
方
法
務
局

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所

問
い
合
わ
せ

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所

事
務
局
総
務
課
庶
務
係

 

� 
８
２
２
―
０
３
４
０

 

 
内
線
６
０
７
又
は
６
０
８

�人権擁護委員無料相談のご案内

開　催　場　所相談時間今月の相談日地区

伊 野 公 民 館１０時～１５時９月２０日（水）伊野

吾北中央公民館〃９月１４日（木）吾北

�人権擁護委員の連絡先

電話番号住　　所氏　名

８９２－２５１３いの町６４６６－５杉本　寛子

８９２－１６６０　〃　神谷８７１尾闢　千秋

８９１－５４４３　〃　天王南３丁目９－１西川田鶴子

８９３－１７６９　〃　枝川２８１９楠瀬　博邦

８９２－３６３５　〃　波川６１０－３高瀬　科子

８６７－３２２４　〃　下八川丙６４４－１曽我　定子

８６９－２５００　〃　大森９１－１４岡林　瑞子

�法務局相談窓口・問い合わせ
（祝休日を除く月曜日から金曜日まで　受付８：３０～１７：００）

８９３－０３４３高知地方法務局いの支局（いの町１２９０－４）

『
第
５６
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』 

〜
ふ
れ
あ
い
と
　
対
話
が
築
く
　
明
る
い
社
会
〜

7月1日～31日 


